令和８年度大牟田市認知症コーディネーター養成研修
受講者（第２４期生）募集要領

１　募集対象者の要件
原則として大牟田市内の介護サービス事業所又は医療機関に勤務する者で、次の要件をすべて満たす者
（1） 認知症医療・介護の実務経験が５年以上である者
（２）現に医療・介護の各現場で認知症のケアに取り組み、質の向上に向けて中心的な役割を果たしている者または中心的な役割を期待される者
（３）施設長又は所属長の推薦がある者
（４）認知症医療・介護に必要な専門的資格を有する者
薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると市が認めた者。








（５）その他の要件
ア　原則としてすべての研修日程の受講が可能であること
イ　大牟田市地域認知症ケアコミュニティ推進事業に積極的に参加すること
ウ　大牟田市認知症ライフサポート研究会に入会し、会員となること

２　募集人数
１２名以内

３　研修期間
２年間（令和８年７月～令和１０年７月（予定）、１日６時間、月平均１～２日)

４　受講料
■市内枠：２００，０００円（資料代込み、年度途中で辞退されても返金いたしません）
※　受講料は、２回分割納入とし、１年分（１００，０００円）ずつを令和８年度及び令和９年度に、本研修を共催する大牟田市介護サービス事業者協議会に支払うものとします。
■市外枠：３００，０００円（資料代込み、年度途中で辞退されても返金いたしません）
※　受講料は、２回分割納入とし、１年分（１５０，０００円）ずつを令和８年度及び令和９年度に、本研修を共催する大牟田市介護サービス事業者協議会に支払うものとします。
※　大牟田市介護サービス事業者協議会の会員（個人・法人問いません）であれば、市内枠として扱います。

５　受講者の決定について
受講者多数の場合、受講者は、大牟田市及び大牟田市介護サービス事業者協議会（主管：認知症ライフサポート研究会）、外部有識者等による選考会議において決定し、令和８年６月３日（水）までに申込者の所属事業所（施設長等）へ電話にてお知らせします（後日、決定通知を郵送にてお送りしますのでご確認ください）。

６　提出書類
（1） 受講申込書（別紙様式１）
※　受講申込書は、受講希望者の認知症ケア等の日々の実践を把握する内容としています。以下の点に留意しながら作成してください。
○ＷＯＲＤ等電子媒体により作成してください。（手書きは不可。）
○個人情報の取り扱いについては、充分に配慮してください。
（2） 選考のための実践事例報告に関する提出書類（別紙様式２）
＊医療介護現場で、申込者自身が関わった認知症の人１事例についての実践事例報告を作成すること。
＊１，２００字程度で作成すること。図表・写真は別添してください。
（3） 所属長の推薦書（別紙様式３）

７　申込締切
応募にあたっては、別添の申込書で令和８年５月２７日（水）までに福祉課地域支援担当に郵送又はご持参ください。

８　研修に関する注意事項
２年間という長期間にわたる研修となります。より有意義な研修にするとともに、研修修了後も認知症の人の支援を通したまちづくりに参画していくという心構えが必要です。応募・推薦にあたっては、こうした認知症コーディネーター育成の目的や受講後の役割を十分にご理解のうえお申込みください。
（１）市外の事業所からの応募に関して
本研修は大牟田市の人材育成事業ですが、相互交流により研修効果が高まることが期待されるため、要望に応じて若干名の受講者受入を行っています。
（２）開講式に関して
令和８年７月１２日（日）に本研修の第１回目（開講式）を開催いたします。あらかじめ、ご承知おきください。開講式には可能な限り所属長にも出席いただきますようお願いします。
（３）実地研修に関して
本研修では、認知症カフェや小規模多機能施設等、対面での実地研修がございます。この課程を欠席しますと、修了要件を満たさない場合がありますので、その点を踏まえ研修生及び所属事業所におきましては、十分なスケジュールの調整をお願いします。
（４）研修修了に関して
修了要件として、一定割合の研修出席を義務付けています。各回受講後などのレビュー提出までを含めての出席となり、本レビューが期限までに提出できない場合は「修了不可」となりますので、受講にあたっては予めご了承ください。

９　研修修了後の役割
研修修了者は、大牟田市の認知症ケアの推進者として、認知症コーディネーター養成研修修了書を授与します。
認知症コーディネーター養成研修の修了生として、以下の役割についてご協力をお願いします。
（１）大牟田市が主催又は共催する認知症ケアコミュニティ関連事業への参加
（２）所属の事業所等において、認知症の本人や家族からの相談対応、現場における実践、専門職・関係機関等との連絡調整等
（３）大牟田市認知症ライフサポート研究会に入会し、会員になること

１０．その他
　　大牟田市において、本研修は、小規模多機能型居宅介護および看護小規模多機能型居宅介護における認知症加算（Ⅰ）（Ⅱ）の対象となる認知症介護実践リーダー研修に相当する研修と判断していますので、「大牟田市認知症コーディネーター養成研修」を修了している者の配置は本加算の取得要件に該当します。
【参考】令和６年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol 1)
（認知症専門ケア加算、認知症加算）
問22　本加算制度の対象となる、認知症介護実践リーダー研修については、自治体が実施又は指定する研修としており、研修カリキュラム、講師等を審査し、適当と判断された場合には認められる。








